
九州大学大学院言語文化研究院では、下記の要領で教員（専任）を公募します。 

 

公開開始日：2022年 7月 6日 

 

１．求人件名：大学院言語文化研究院 助教（ドイツ語担当） 

 

２．採用予定人員：1名 

 

３．研究分野：ドイツ語学・文学、ドイツ思想・哲学、ドイツ語教授法、ならびにその関連分野 

 

４．職務内容： 

（１）言語環境学部門言語情報学講座における研究 

（２）基幹教育言語文化科目のドイツ語および関連科目の授業担当 

   担当コマ数：週 5コマ程度（1コマ 90分） 

（３）（２）の科目を実施するための運営等に関わる諸業務 

（４）その他、学内及び部局内の諸業務（入試に関する業務を含む） 

 

５．応募資格： 

（１）専門研究分野において顕著な業績を有し、前記の教育活動に携わる意欲と能力を有すること 

（２）博士号を有すること（2023年 3月までに学位取得見込みを含む） 

（３）大学において、ドイツ語科目担当の経験を有すること 

（４）日本語を母語としない場合、職務遂行上支障のない日本語運用能力を有すること 

 

６．採用予定日：2023年 4月 1日 

 

７．勤務形態：常勤（任期なし） 

 

８．勤務地：九州大学伊都キャンパス 言語文化研究院 

      〒819-0395 福岡市西区元岡 744 

９．待遇 

（１）待遇：国立大学法人九州大学就業規則・国立大学法人九州大学職員給与規程等の本学の規程により

ます。給与は年棒制（令和 2年 4月 1日導入の年俸制）になります。なお、年俸額は本学の関係規定に基

づき、学歴・経験・職歴等を考慮して決定されます。 

（２）勤務時間：専門業務型裁量労働制により 7時間 45分働いたものとみなされます。 

（３）休日：土・日曜日、祝日、年末年始（12/29～1/3） 

（４）社会保険等：文部科学省共済組合に加入 

（５）受動喫煙防止措置の状況：敷地内全面禁煙 

 

１０．応募書類、応募(提出)方法：JREC-IN の電子申請を利用し、下記書類をすべて PDF 形式にて送付

して下さい。 

（１）履歴書（様式は自由。写真添付。連絡先として、住所、電話番号、電子メールアドレスを明記する

こと） 

（２）業績書（著書、論文、学会発表、その他に分け、年代昇順に並べる。著書及び論文については査読

の有無を明記すること。また、主要業績 3点の該当番号を丸で囲むこと。科学研究費の採択実績、その他



外部資金取得実績、特記すべき社会貢献活動などがある場合は別に列挙すること） 

（３）主要業績 3点、およびその要旨（それぞれ A4用紙 1枚に日本語で作成すること） 

ただし著書を主要業績に含める場合は、著書に関してのみ現物およびその要旨を「８．勤務地」にある住

所の「〒819-0395 福岡市西区元岡 744 九州大学伊都キャンパス 言語文化研究院 福元圭太」宛てに、

「１２．提出期限」までに必着で郵送のこと。提出された書類は原則として返却しませんが、著書を返却

希望の場合はその旨お知らせいただき、返送用の「レターパックライト」（厚さ 3センチ以内）ないし「レ

ターパックプラス」（厚さ 3センチ以上）に返送先住所を記入の上、同封ください。 

（４）教育への抱負と今後の研究計画（A4用紙 1枚に日本語で作成すること） 

（５）最終学歴を証明する書類（学位記のコピー可） 

（６）推薦者 2名の氏名・所属・照会先電子メールアドレス、電話番号（携帯可） 

 

１１．Google Formsへの必要事項の記入 

 上の応募書類の提出後、すみやかに下記リンクより必要事項を記入して下さい。 

https://forms.gle/HABZyNGPVqNgcvRc8 

 

１２．提出期限：日本時間 2022年 8月 15日（月） 

 

１３．選考方法：書類選考の後、若干名に対して、追加の書類提出のお願い、模擬授業を含めた面接を行

う場合もあります（オンラインを含む）。旅費や滞在費等は応募者の自己負担とします。なお、審査結果

については、郵送または JREC-INの電子申請を通して通知します。 

 

１４．問い合わせ先：九州大学言語文化研究院言語環境学部門言語情報学講座助教候補者（ドイツ語）選

考専門委員会 世話人 福元圭太（fukumoto@flc.kyushu-u.ac.jp） 

 

１５．備考：提出書類及びそこに含まれる個人情報は、本選考以外の目的には使用しません。提出された

書類は原則として返却しません。 

 

１６．その他：九州大学では、「男女共同参画社会基本法」（平成 11 年 6 月 23 日法律第 78 号）、「障害者

の雇用の促進等に関する法律」（昭和 35 年法律第 123 号）、及び「障害を理由とする差別の解消の推進に

関する法律」（平成 25 年法律第 65 号）の趣旨に則り、教員の選考を行います。また、九州大学では、平

成 29年 7月より配偶者帯同雇用制度を導入しています。 

 

https://forms.gle/HABZyNGPVqNgcvRc8

